
Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況 

 

 

 

１ 個人情報ファイルの届出状況 

  個人情報ファイルの実施機関別の届出状況は、表１のとおりです。 

 

  表１                                  

（単位：件） 

実施機関 
届出件数 

現在数 
開始 変更 廃止 

市 
 
 

長 

会 計 室 ０ ０ ０ ０ 

市 長 室 ５ ０ ０ ５ 

総 務 企 画 局  ６ ０ ０ ６ 

財 政 局 ８ ０ ０ ８ 

市 民 局 １９ ０ ０ １９ 

こ ど も 未 来 局  ５１ ０ ０ ５１ 

福 祉 局 ５４ ０ ０ ５４ 

保 健 医 療 局  ５４ ０ ０ ５４ 

環 境 局 ５ ０ ０ ５ 

経 済 観 光 文 化 局 ４ ０ ０ ４ 

農 林 水 産 局  ５ ０ ０ ５ 

住 宅 都 市 局  ７３ ０ ０ ７３ 

道 路 下 水 道 局  ８ ０  ０ ８ 

港 湾 空 港 局  １ ０ ０ １ 

区 役 所 ０ ０ ０ ０ 

小 計 ２９３ ０ ０ ２９３ 

教 育 委 員 会 ６ ０ ０ ６ 

選挙管理委員会（市・各区） ２ ０ ０ ２ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ 

公営企業 

管 理 者 

水 道 局 ２ ０ ０ ２ 

交 通 局 ４ ０ ０ ４ 

消防長 消 防 局 ２７ ０ ０ ２７ 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 ２ ０ ０ ２ 

合           計 ３３６ ０ ０ ３３６ 

備考  現在数とは、令和６年３月31日現在の取扱件数をいう。 

 

  



２ 保有個人情報の開示の請求等の状況 

 

（１）保有個人情報の開示の請求 

   保有個人情報開示の請求件数とその処理状況は、表２のとおりです。 

 

 表２ 

                                           （単位：件） 

年
度 

請 求 

件 数 

処  理  状  況  

開 示 
一部 

開示 

不 開 示 

却下 
期間 

延長 

期限の

特例 
取下げ 不開示 

情  報 
不存在 

存否応答

拒 否 

Ｒ４ ４１３ １５８ １６６ ６ ８６ ０ ０ ３４ ０ １４ 

Ｒ５ ２９０ ８０ １７３ １ ５９ １ － ３２ ０ ６ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため、請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 

 

 

 

（２）保有個人情報の訂正の請求 

   保有個人情報訂正の請求件数とその処理状況は、表３のとおりです。 

 

  表３ 

（単位：件） 

年 度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

訂正 一部訂正 訂正拒否 却下 取下げ 

Ｒ４ ６ １ ０ ５ ０ ０ 

Ｒ５ ６ ４ ０ ２ － ０ 

 

 

 

（３）保有個人情報の利用停止の請求 

   保有個人情報利用停止の請求件数とその処理状況は、表４のとおりです。 

 

  表４ 

（単位：件） 

年度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

利用の停止 消去 提供の停止 利用停止拒否 却下 取下げ 

Ｒ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ５ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ 

 

  



３ 実施機関別の保有個人情報の開示の請求件数及びその処理状況 

  実施機関別の請求件数は、表５のとおりです。 

 

表５ 

                                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 

請求件数 処  理  状  況 

Ｒ４ Ｒ５ 開示 
一部 

開示 

不 開 示 

取下

げ 

不開

示情  

報 

不存

在 

存否

応答

拒否 

市 
 
 
 

長 

会 計 室 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 室 １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

総務企画局 ９ ５ ２ ４ １ １ ０ ０ 

財 政 局 ４ ３ １ １ ０ ０ ０ １ 

市 民 局 ７ ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

こども未来局 ２１ ７ １ ５ ０ ０ ０ １ 

福 祉 局 ６７ ２６ １６ ７ ０ ２ ０ ２ 

保健医療局 ６ ５ ５ ０ ０ ０ ０ ０ 

環 境 局 ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

経済観光文化局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農林水産局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

住宅都市局 ２６ １３ １３ ０ ０ ０ ０ ０ 

道路下水道局 ３ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

港湾空港局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

区 役 所 ２３４ １９５ ２２ １３０ ０ ４４ １ ２ 

小   計 ３８３ ２６０ ６６ １４７ １ ４７ １ ６ 

議 長 ０ － － － － － － － 

教 育 委 員 会 １５ ２０ ６ ２４ ０ １２ ０ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人 事 委 員 会 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 営 企 業 

管 理 者 

水道局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

交通局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 消防局 １２ ９ ８ １ ０ ０ ０ ０ 

地 方 独 立 行 政 法 人 

福 岡 市 立 病 院 機 構 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

０ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社 ３ － － － － － － － 

市 長 以 外 小 計 ３０ ３０ １４ ２６ ０ １２ ０ ０ 

合 計 ４１３ ２９０ ８０ １７３ １ ５９ １ ６ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため、請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 

議長と福岡市住宅供給公社は、令和５年度からは実施機関に含まれません。 



４ 保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況 

  保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況は表６のとおりです。 

 

  表６ 

 

区   分 
令和４年度 令和５年度 

数 量 金 額 数 量 金 額 

用紙 

モノクロ ３，６４０枚 ３６，４００円 ２，５０４枚 ２５，０４０円 

カラー １０９枚 ３，２７０円 １５９枚 ４，７７０円 

写真フィルム 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０円 ０枚 ０円 

スライド 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０円 ０枚 ０円 

ＣＤ－Ｒ ０枚 ０円 ６枚 ４２０円 

ＤＶＤ－Ｒ ０枚 ０円 ０枚 ０円 

録音カセットテープ ０巻 ０円 ０巻 ０円 

ビデオカセットテープ ０巻 ０円 ０巻 ０円 

総 計 ３９，６７０円 ３０，２３０円 

備考 

    用紙に複写する場合 モノクロ１枚（片面）１０円、カラー１枚（片面）３０円、 

写真フィルム１枚３０円、スライド１枚８０円、 

ＣＤ－Ｒ１枚７０円、ＤＶＤ－Ｒ１枚１２０円、録音カセットテープ１巻１７０円、 

ビデオカセットテープ１巻１７０円。 

 

 

５ 不服申立ての件数及びその処理状況 

  保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する実施機関の決定や、不作為について不服がある

者は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 

  令和５年度の不服申立ての件数とその処理状況は、表７のとおりです。 

 

  表７ 

                                                                  （単位：件） 

区  分 
不服申立

件数 
諮問件数 

処  理  状  況 

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 継続審議 
審議済 

未決定 

令和５年度 １５ １５ ０ ０ ０ ０ ０ １５ ０ 

  



６ 個人情報保護審議会への諮問等の状況 

 

  個人情報保護審議会は、 

   ① 諮問された審査請求事案について審議し、 

   ② 福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合、 

   ③ 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合、 

   ④ 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第９項に規定す

る特定個人情報ファイルの取扱いに関する諮問に応じ、調査審議することができます。 

 

【福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例第16条、第17条】  

 

  ①について、 

令和５年度及び過年度分の不服申立てで、令和５年度に審議会で処理したもの等の概要は表８のとお

りです。 

 

表８ 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６５号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定の申し入れ書及び決裁文書一式並びに特定個人の連絡先が記載さ

れた文書」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局健康医療部健康増進課） 

決 定 年 月 日 令和３年９月１３日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年９月２８日 

諮 問 年 月 日 令和３年１０月２８日 

審 議 会 開 催 日 
令和４年９月２８日、１０月２６日、１１月３０日、１２月２１日、令

和５年２月１５日、３月１５日、４月２６日 

答 申 年 月 日 令和５年５月２２日 

答 申 内 容 実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和５年６月２１日 

裁 決 内 容 棄却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６６号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「法人から市が受理した特定個人の事故に関する文書一式及び法人に対

して市が行った特定個人の事故に関するヒアリング記録等文書一式」の

開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局健康医療部健康増進課） 

決 定 年 月 日 令和３年１０月１４日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号、第３号、第６号 

・団体の職員等の氏名は個人情報であるため。 

・法人の内部運営情報は、公にしない条件で任意に提供されたものであ

るため。 

・開示することで、法人との率直な意見交換を妨げ、今後の業務遂行に

支障を生じるおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和４年１月１２日 

諮 問 年 月 日 令和４年１月３１日 

審 議 会 開 催 日 
令和４年９月２８日、１０月２６日、１１月３０日、１２月２１日、令

和５年２月１５日、３月１５日、４月２６日 

答 申 年 月 日 令和５年５月２２日 

答 申 内 容 

実施機関が行った一部開示決定処分により非開示とした部分のうち、別

表に掲げる部分については開示することが妥当である。（「別表に掲げ

る部分」は省略） 

裁 決 年 月 日 令和５年６月２１日 

裁 決 内 容 一部認容 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７０号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「道路反射鏡設置承諾書又は同趣旨の書類に記載された個人情報」の開

示請求 

実 施 機 関 福岡市長（南区地域整備部維持管理課） 

決 定 年 月 日 令和４年６月２８日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和４年９月１２日 

諮 問 年 月 日 令和４年１０月７日 

審 議 会 開 催 日 
令和５年４月２６日、５月３１日、６月２８日、７月２６日、８月３０

日 

答 申 年 月 日 令和５年８月３１日 

答 申 内 容 実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和５年９月２７日 

裁 決 内 容 棄却 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７１号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者の戸籍附票の交付状況」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（南区市民部市民課） 

決 定 年 月 日 令和４年８月２日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第３号 

・権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和４年１１月４日 

諮 問 年 月 日 令和４年１１月３０日 

審 議 会 開 催 日 
令和５年１０月１１日、１１月１５日、１２月１３日、令和６年１月３

１日 

答 申 年 月 日 令和６年１月３１日 

答 申 内 容 実施機関が行った一部開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和６年２月２６日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７４号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定小学校における特定会議の記録に記載された個人情報」の開示請

求 

実 施 機 関 福岡市教育委員会教育長（教育委員会指導部小学校教育課） 

決 定 年 月 日 令和４年１０月１９日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１月１２日 

諮 問 年 月 日 令和５年２月８日 

審 議 会 開 催 日 令和６年１月３１日、２月２１日、３月６日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７５号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定小学校における特定会議の記録に記載された個人情報」の開示請

求 

実 施 機 関 福岡市教育委員会教育長（教育委員会指導部小学校教育課） 

決 定 年 月 日 令和４年１０月１９日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第５号 

・審議、検討等に関する情報であって開示することにより、率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるた

め。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１月１２日 

諮 問 年 月 日 令和５年２月８日 

審 議 会 開 催 日 令和６年１月３１日、２月２１日、３月６日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７７号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定会議の開示請求者に関する個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（総務企画局人事部人事課） 

決 定 年 月 日 令和６年２月１４日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号、第５号、第６号 

・第三者の個人情報、審議・検討等に関する情報又は行政運営情報であ

るため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月１２日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１０日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７８号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した書類に記載された審査請求人の個人情報」の開示請

求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年１月３０日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第６号 

・争訟中の案件に係る文書であり、訴訟に支障を及ぼすおそれがあるた

め。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７９号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定地域包括支援センターが作成した書類に記載された審査請求人の

個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（福祉局高齢社会部地域包括ケア推進課） 

決 定 年 月 日 令和５年４月１０日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第２号 

・第三者の個人情報であるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８０号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した書類に記載された審査請求人の個人情報」の開示請

求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年１月３０日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第２号、第５号、第６号 

・開示することで事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８１号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課長が作成した書類に記載された審査請求人の個人情報」の開示

請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年３月２７日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号、第６号 

・開示請求者以外の個人情報のため。 

・開示することで事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８２号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した報告書の記載内容」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年２月１５日 

訂 正 拒 否 理 由 保有個人情報訂正請求者の個人情報ではないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８３号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した報告書の記載内容」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年２月１５日 

訂 正 拒 否 理 由 請求者の発言の趣旨を記載しており、記録として誤りはないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８４号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した報告書の記載内容」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年２月１５日 

訂 正 拒 否 理 由 請求者の発言の趣旨を記載しており、記録として誤りはないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８５号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した報告書の記載内容」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年４月６日 

訂 正 拒 否 理 由 ・状況を説明する内容として誤りはないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年４月２０日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１９日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８６号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した報告書の記載内容」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年４月２７日 

訂 正 拒 否 理 由 
・保有個人情報訂正請求者の個人情報ではないため。 

・記載について、事実に相違ないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年５月２日 

諮 問 年 月 日 令和５年５月３１日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８９号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が作成した会議資料の記載内容」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年１０月３１日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 法第７８条第１項第２号、第７号 

・開示請求者以外の個人情報のため。 

・開示することにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた

め。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１２月５日 

諮 問 年 月 日 令和５年１２月２０日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 

 



 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１９０号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定課が保有する審査請求人の個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年１２月１日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 法第７８条第１項第２号、第７号 

・開示請求者以外の個人情報のため。 

・開示することにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた

め。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１２月５日 

諮 問 年 月 日 令和５年１２月２０日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１９１号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定医療機関に関する特定保健所の調査結果に記載された個人情報」

の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和５年１０月２７日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 法第７８条第１項第２号、第３号 

・開示請求者以外の個人に関する情報 

・法人等事業情報であり、公にした場合、正当な利益を害するおそれが

あるため。 

・法人の内部情報であり、開示しないとの条件で任意に提供され、通例

として開示しないこととされているものであるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１２月１３日 

諮 問 年 月 日 令和６年１月４日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 



 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１９２号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定小学校におけるいじめに関する報告書」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市教育委員会教育長（教育委員会指導部小学校教育課） 

決 定 年 月 日 令和５年１２月２２日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 法第７８条第１項第２号 

・開示請求者以外の個人に関する情報を開示すると、開示請求者以外の

個人の権利利益を害するおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１２月２８日 

諮 問 年 月 日 令和６年１月２６日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１９３号） 

①不服申立て事案についての諮問 

「特定高校における特定個人の対応記録のすべて」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市教育委員会教育長（教育委員会指導部高校教育課） 

決 定 年 月 日 令和６年２月１日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 法第７８条第１項第２号、第６号 

・開示することにより、他の権利利益を害し、率直な意見交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和６年２月１４日 

諮 問 年 月 日 令和６年３月１５日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

 



 

 

④について、令和５年度に審議会で処理したもの等の概要は表９のとおりです。 

 

表９ 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７６号） 

④特定個人情報ファイルの取扱いについての諮問 

予防接種に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価

書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局健康医療部保健予防課） 

諮 問 年 月 日 令和５年５月１日 

答 申 年 月 日 令和５年６月２２日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８７号） 

④特定個人情報ファイルの取扱いについての諮問 

国民健康保険に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評

価書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局総務企画部保険年金課） 

諮 問 年 月 日 令和５年１０月２０日 

答 申 年 月 日 令和５年１１月２９日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１８８号） 

④特定個人情報ファイルの取扱いについての諮問 

後期高齢者医療に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目

評価書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局総務企画部保険年金課） 

諮 問 年 月 日 令和５年１０月２０日 

答 申 年 月 日 令和５年１１月２９日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 個人情報の漏えい等の状況 

令和５年度に報告された、個人情報の漏えい等の事案の件数は、表１０のとおりです。 

 

表１０ 

（単位：件） 

 令和５年度 漏えい等事案の件数 

 

総 件 数 

発 生 形 態 別 

誤送付 誤交付 誤廃棄 紛失 
ネット

流出 
盗難 その他 

１０１ ５３ １７ ２ １１ ２ ０ １６ 

規 

模 

別 

１～５人 
５０ １７ ０ ６ ０ ０ １１ 

６～５０人 
３ ０ ２ ４ １ ０ ４ 

５１～１００人 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

１０１～１０００

人 
０ ０ ０ １ １ ０ １ 

１００１人以上 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

不明 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

【参考】                                       （単位：件） 

 令和４年度 漏えい等事案の件数 

 

総 件 数 

発 生 形 態 別 

誤送付 誤交付 誤廃棄 紛失 
ネット

流出 
盗難 その他 

９２ ４５ １８ ０ １７ ０ ０ １２ 

規 

模 

別 

１～５人 
４４ １７ ０ １２ ０ ０ ６ 

６～５０人 
１ １ ０ ３ ０ ０ ２ 

５１～１００人 
０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

１０１～１０００

人 
０ ０ ０ ２ ０ ０ ２ 

１００１人以上 
０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

不明 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

  



（表１０の主な内容） 

１ 令和５年７月 （その他）企業担当者等のメールアドレス ４９名分 

・職員が、市の交付金対象企業４９社にメールを送信する際、ＢＣＣで送信すべきところをＴＯで送

信したもの。 

 

２ 令和５年９月 （ネット流出）サポート詐欺による個人情報の搾取 １０４名分 

・指定管理者の職員が、インターネット上のニュースサイトを閲覧中、サポート詐欺の誘導によりサー

バーに不正アクセスをされ、１０４名分の個人情報流出の可能性が生じたもの。 

 

３ 令和５年９月 （紛失）イベント参加者の参加受付簿及び同意書 ２７名分 

・市主催イベントの受託事業者が、参加者受付簿及び参加同意書を紛失したもの。 

 

４ 令和５年10月 （その他）イベント参加予定者のメールアドレス ４４名分 

・市共催イベントの運営事業者が、参加予定者にメールを一斉送信する際に、ＢＣＣで送付すべきと

ころをＴＯで送信したもの。 

 

５ 令和６年１月 （紛失）修学旅行生徒の情報 ２３８名分 

・中学校の教員が修学旅行引率中に、生徒のアレルギー対応等に関する情報を含む修学旅行の職員用

しおりを紛失したもの。 

 

６ 令和６年１月 （その他）採用予定者のメールアドレス １２１名分 

 ・職員が次年度採用教員に電子メールで研修案内を送信する際、ＢＣＣで送信すべきところをＴＯで

送信したもの。 

 

７ 令和６年３月 （その他）報道機関担当者のメールアドレス ２１名分 

 ・職員が報道機関担当者にイベントの取材・広報依頼メールを送信する際、ＢＣＣで送付すべきとこ

ろをＴＯで送信したもの。 


